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市長あいさつ 

 

私たちは、自然豊かで素晴らしいまちに住んでいます。しかし、この志摩市では、人

口の流出、子どもの減少、高齢化の進行、地域経済や地場産業の衰退などが長年にわた

って続き、地域を生かす地域の力が弱まっています。もちろんこれは、志摩市だけでな

く、日本全体の課題でもあります。日本の総人口が減少に転じ、生産年齢人口の減少と

高齢化の進行が加速していく時代を日本は迎えています。この大きな社会の変化を乗り

切るための国を挙げた取組みが「地方創生」です。 

 

平成２６年１１月に「まち・ひと・しごと創生法」が成立し、国、都道府県、市町村

が一体となって、人口減少の歯止めと東京一極集中の是正に取り組んでいくという方向

性が示されたことを受け、志摩市では、平成２８年３月に「志摩市人口ビジョン」、「志

摩市創生総合戦略」を策定し、この地域の特性や課題を分析し、１）ひとの育成、２ひ

との確保、３）まちの発見、４）しごとの強化、５）しごとの創出及び６）まちの形成

の６つの基本目標を定め、各種事業に取り組んでまいりました。 

 

また、平成２９年６月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針２０１７」

においては、施策の１つとして「地方公共団体における持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）

の推進」が新たに盛り込まれました。国は、中長期を見通した持続可能なまちづくりの

ためには、地方創生に資する、地方自治体によるＳＤＧｓの達成に向けた取組みが重要

であると位置づけ、地方創生分野におけるＳＤＧｓモデル構築を目的に、平成３０年６

月、志摩市を含む全国２９の自治体を「ＳＤＧｓ未来都市」に選定しました。 

 

志摩市は、ＳＤＧｓ未来都市に選定されたことを受け、「志摩市ＳＤＧｓ未来都市計画」

を同年８月に策定し、地域の強みである豊かな自然の恵みを活かし、行政だけでなく、

市民、市内外の団体・企業等の多様な主体が連携を強化し、地域の経済循環を生み出し

ていく「持続可能なまちづくり」を目指し、今後、重点的に取組みを進めてまいります。 

 

本年は、新元号のスタートの年であり、新たに何かにチャレンジをする機運も高まり

ます。また、合併から１５周年を迎える重要な節目でもあります。未来へ持続する「よ

りよい志摩市づくり」という想いを一つにして、志摩市の未来づくりを皆さまとともに

満身の力で行っていく覚悟です。これからを生きる私たちと地域を受け継ぐ子どもたち

や孫たちのために、志摩市の豊かな未来をともに創造していきましょう。 

 

平成 31年３月 26日 

志摩市長 竹 内 千 尋  
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Ⅰ．志摩市創生総合戦略について 

 

１．はじめに 
 

１－１．まち・ひと・しごと創生法について 
 

平成26年11月に「まち・ひと・しごと創生法」が制定されました。 

法律第１条では、「将来にわたって活力ある日本社会を維持していくためには、国民一人一人

が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成、地域社

会を担う個性豊かで多様な人材の確保及び地域における魅力ある多様な就業の機会の創出を一

体的に推進することが重要となっている。」とされています。 

また、法律第４条では、「地方公共団体は、国との適切な役割分担の下、地方公共団体が実施

すべき施策として、その地方公共団体の区域の実情に応じた自主的な施策を策定し、及び実施す

る責務を有する。」とされ、志摩市の実情に応じた施策の策定と実施を担うことが本市の責務と

なっています。 

さらに、法律第10条第１項では、「市町村は、当該市町村の区域の実情に応じたまち・ひと・

しごと創生に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めなければならない。」とされ、

志摩市の実情に応じた「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下、「地方版総合戦略」

という。）を策定することが、本市の努力義務となっています。 

 

１－２．長期人口ビジョンと地方版総合戦略について 
 

地方版総合戦略とは、「地方版長期人口ビジョン」で描かれた将来展望を目指すべき大きな方

向性として、それを実現させるための政策分野、基本目標、基本的方向性及び具体的な施策をま

とめた計画書です。地方版長期人口ビジョンとは、地域の現状分析や人口推計とともに、それら

を踏まえた45年後の地域の将来展望を描いた基礎資料です。 

本市では、地方版長期人口ビジョンとして「志摩市人口ビジョン」（以下、人口ビジョンとい

う。）を策定し、それを踏まえた地方版総合戦略として「志摩市創生総合戦略」（以下、総合戦

略という。）を策定しました。 

 

１－３．志摩市創生総合戦略の策定（改訂）にあたっての留意事項 
 

志摩市では、これまでも各種計画書を策定して、少子化対策や産業振興などの地域振興策を講

じてきました。一定の成果を上げているものもありますが、残念ながら、人口減少に歯止めはか

からず、産業振興による地域経済の活性化も十分に実現されているとは言えません。 

今般、法律に基づいて策定する総合戦略は、これまでの市の政策の反省に立ち、下記の４点に

留意して策定（改訂）し、実行していきます。 
 
１）市役所内はもちろん市民や民間事業者などの多様な主体と分野横断的に協力・連携する 

２）国や県の交付金や補助金ありきで事業設計をしない 

３）効果が不明瞭な事業、または効果が検証できない事業は改善・廃止する 

４）客観的な分析と中長期的な展望のある施策を構築する 
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１－４．志摩市の地方創生に求められること 
 

地方創生に求められることは、地域の自主性及び主体性、並びに地域の実情に沿った地域性の

３点を発揮することです。そのためには、市民や民間事業者をはじめ、大学や金融機関など地域

に関わる多様な主体が総合戦略を共有し、それぞれの役割の下で総合戦略を実行に移すことが必

要です。なかでも、地域を担う主体として大きな役割を有しているのが、市民や民間事業者の方々

です。 

志摩市は平成16年に５町が合併して誕生しましたが、それぞれの町ごとに特性があり、さらに

町のなかの小さな地域ごとにも特性があります。そうした小さな地域の活力を維持し、長期的に

地域を存続させるためには、それぞれの地域に暮らす市民やそれぞれの地域を拠点に活動する民

間事業者による小さな地域への積極的な関与が不可欠です。また、地域経済を活性化させるため

に既存の産業を強化したり、新たな仕事を創出したりするには、これまでの慣習にとらわれず、

競争や失敗を恐れずに動き出そうとする熱意ある民間事業者の存在が不可欠です。 

そのうえで、地方創生のために行政に求められる役割は、市民や民間事業者が活動しやすい仕

組みづくりと、それらの活動に対する支援策を講じることで、市民や民間事業者の方々に自主性、

主体性及び地域性を十分に発揮していただくことにあると考えています。 
 

 

２．総合戦略の位置づけ 
 

総合戦略は、人口の現状分析と将来展望を示した人口ビジョンを踏まえ、地域の実情に応じた

志摩市の政策分野を定め、基本目標及び施策の基本的方向性を明らかにして、今後５カ年で志摩

市が講じる具体的な施策をまとめたものです。 

総合戦略と名称の似た計画として総合計画がありますが、総合戦略は地方創生を通じた人口減

少の抑制を目指しているのに対し、総合計画は志摩市の総合的な振興・発展などを目的としてい

ます。総合戦略と総合計画との相違点については、主に下記の４点が挙げられます。 
 
１）総合戦略は「まち・ひと・しごと創生法」による法定計画であるのに対し、総合計画は任意の計画で

ある。 

２）総合戦略策定にあたっては、人口等の現状分析と将来展望をまとめた人口ビジョンを踏まえて策定す

るという枠組みがあるが、総合計画にはそのような枠組みがない。 

３）総合戦略は、策定過程、記載項目及び具体的な数値目標の設定が求められ、数値目標に基づく評価と

必要に応じた戦略の改善による進捗管理が求められているが、総合計画は、任意の計画のため記載内容

等は市の裁量に任されている。 

４）総合戦略に記載する「具体的な施策」は、地方創生の目的を達成するための政策に基づく市の取り組

みであるのに対し、総合計画は志摩市の全ての事業に関する計画である。 

 

 ３．総合戦略の計画期間 
 

第１期総合戦略の計画期間は、平成 27 年度から平成 31年度までの５年間とします。なお、計

画期間中であっても、戦略の実施状況の整理や効果検証を実施して、必要に応じて計画の見直し

を行うものとします。 
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Ⅱ．志摩市の地方創生に関する基本的な考え方 

 

 １．基本的な考え方 
 

「地域を担う市民や民間事業者が本気にならなければ、地方創生は成功しない。」ということ

が、志摩市における地方創生の基本的な考え方です。従来の行政頼みのまちづくりや補助金に依

存した事業振興では地域の再生は望めません。市民や民間事業者の「自ら地域のために動こうと

いう意欲」と「小さいことからでも実現させようとする活力」が、志摩市の地方創生を成功させ

るためには重要です。 

そのうえで、行政が果たすべき役割は、市民や民間事業者が主体となって駆動し、自走できる

取り組みを地域に生み出すための仕組みを構築することと、動き出す各取り組みの初動もしくは

加速を支援することの２点であると考えています。つまり、市民や民間事業者の「やる気」を「本

気」にして、「動き」に変えていくための仕組みづくりと支援が、行政の役割です。 

そこで、上記の考え方に基づくとともに、国の「まち・ひと・しごと創生」政策５原則及び志

摩市独自の視点を踏まえて、志摩市の地方創生を推進するものとします。 

 

２．「まち・ひと・しごと創生」政策５原則 
 

１）自立性 

各施策が一過性の対処療法的なものにとどまらず、市民や民間事業者等の自立につながるよう

なものであるようにします。そのためには、地域内外の有用な人材の積極的な確保・育成を急ぐ

とともに、国の支援がなくともそれぞれの取り組みが継続する状態を目指し、これに資するよう

な具体的な工夫を講じます。 
 
２）将来性 

市民や民間事業者等が自主的かつ主体的に、夢を持って前向きに取組むことを支援する施策に

重点を置きます。 
 

３）地域性 

客観的なデータに基づき実情分析や将来予測を行い、総合戦略を策定するとともに、同戦略に

沿った施策を実施できる枠組みを整備します。枠組みについては、地域の実情、将来性の分析、

事業の持続性の検証などを踏まえて、施策の内容や手法を変更できるものとし、必要に応じて広

域連携も可能なものとして構築します。 
 
４）直接性 

限られた財源や時間の中で、最大限の成果を上げるため、市民や民間事業者等の自立や地域内

外の有用な人材の確保・育成などを直接的に支援する施策を集中的に実施します。また、政策の

効果を高めるために、地域住民に加えて、産業界・大学・金融機関・労働団体・マスコミ等の連

携を促します。 
 
５）結果重視 

目指すべき成果が具体的かつ適切な数値で示されており、その成果が事後的に検証できるよう

になっていない施策は採用しません。また、具体的な数値目標を設定し、客観的な指標により施

策の効果を検証し、結果が得られるよう必要な改善を継続します。 
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３．志摩市独自の視点 
 

３－１．志摩市地方創生推進本部での検討を踏まえた視点 
 

志摩市地方創生推進本部（以下、「推進本部」という。）では、「地域課題対策」、「自然減対策」

及び「社会減対策」の３分野から地域の特性や課題を検証しました。その結果と地域の多様な意

見を踏まえて、志摩市の「まち・ひと・しごと創生」を推進するにあたっての志摩市独自の視点

をまとめました。 
  

 １）志摩市の６つの強みを強化する 

地域課題対策の検討において志摩市の誇れる「もの」と「こと」を整理した結果、志摩市の強

みは、１）自然環境、２）食材、３）景観、４）文化・伝統、５）人のつながり、及び６）観光

の６項目に大別されました。６項目は、それぞれ単独の項目としても捉えられますが、相互に関

係しあうことでそれぞれの強みが発揮されており、渾然一体となって、志摩市の魅力が形作られ

ており（図１）、６つの強みは、地域の産業、地域の暮らし及び地域への愛着の基盤となってい

るとまとめられました。 

以上の結果を踏まえ、志摩市の地方創生においては、志摩市の強みを構成する６項目とその相

互関係を最大限に生かして、それらをより良い形で残すために、６つの強みを再度見直し、それ

ぞれに関わる一人ひとりの能力や意識を引き出し、向上させることで、６項目の強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．志摩市の強みの６項目とそれぞれの関係のイメージ 

 

 ２）「まちの勢い」の低下をもたらす４要因の循環を断つ 

自然減対策の検討において過去から現在までの「まちの勢い」を低下させる要因を整理した結

果、直接的に人口減少をもたらす「少子化」に強く影響する要因として、１）気持ち、２）（生き

方や考え方の）多様化、３）若者の流出、及び４）働く場の４つが挙げられました。また、４つ

の要因が循環して影響を強めあう悪循環があることも挙げられました（図２）。 

この結果からは、一人ひとりの意識や考え方が社会減を誘発し、社会減が自然減をもたらして、

自然減が一人ひとりの意識や考え方に影響を与えて、更なる社会減を誘発しているのではないか、

ということが推察されました。 
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そこで、志摩市の地方創生においては、地域の価値を理解して志摩市に自信が持てるような気

持ちの醸成や多様かつ大量の情報のなかでも自分の考えで自ら判断できる人の育成を通じて、社

会減に歯止めをかけるとともに、働く場を地域に確保する策を講じるなどして、４つの要因の悪

循環を断ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．「まちの勢い」の低下をもたらす４要因の循環 

 

 

３）社会減を止める６対策を講じる 

社会減対策の検討においてこれまでに発生している社会減を整理した結果、「学生世代」、「働

き手世代」、「子育て世代」及び「高齢世代」という人生の各段階それぞれで社会減が発生してお

り、なかでも「働き手世代」の社会減が人口減少に与える影響が最も大きいという結論に至りま

した。その他にも、合併による地域社会及び経済構造の変化や、I ターンまたは U ターンといっ

た転入したい人が転入できていないという問題などが、社会減の要因として挙げられました。 

そのうえで、どうしたら社会減を抑制させられるかを検討した結果、１）市民の意識改革、２）

地域の魅力発信、３）産業の充実、４）新規産業の構築、５）社会基盤の充実（交通・医療・教

育・防災・遊ぶ場の充実）、及び６）人材の確保（外からの受け入れと内部の人材育成）の大き

く６つの対策がまとめられました。 

そこで志摩市では、これまで発生している社会減を食い止めるために、上記の６つの対策を講

じます。 
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３－２．その他の計画に基づく独自の視点 
 

 １）「自然と共生するまち」と「市民が誇りをもてるまち」 

 志摩市では、10年間のまちづくりに関する基本的な方針を定めた市政運営の最上位計画として

「志摩市総合計画」を定めて、１）自然と共生するまち、及び２）市民が誇りをもてるまちをま

ちづくりの基本理念としています。そのうえで、「住む人支え 来る人迎える 豊かな里と海のま

ち」を志摩市の将来像として定めています。 

 そこで、志摩市の地方創生においては、社会減対策に重点を置くことで、志摩市総合計画でめ

ざす姿に寄与するような具体的な施策の実施に努めます。 

 

２）新しい里海の恵みを市民みんなが生かすまちづくり 

志摩市では、市の全域の陸域と共同漁業権が設定されている海域を沿岸域として一体的に管理

するため「志摩市里海創生基本計画」を定めて、新しい里海の恵みを市民みんなが生かすまちづ

くりを進めています。 

  そのための取り組みの基本方針として、１）自然の恵みの保全と管理、２）自然の恵みの持続

可能な利活用、及び３）まちの魅力の向上と発信の３つの方針が掲げられており、特に２点目の

方針に基づいて、「稼げる里海のまちづくり」、「学べる里海のまちづくり」及び「遊べる里海の

まちづくり」の３つの里海のまちづくりに取り組むこととされています。 

  そこで、志摩市の地方創生においては、本市の推進する里海創生に寄与するような具体的な施

策の実施に努めます。 

 

 ３）志摩の雄大な自然と悠久の歴史、伝統、文化を、「にぎわい」がめぐる景観まちづくり 

  志摩市では、本市の美しい自然景観や豊かな歴史・文化的景観を大切にすることで、市民が郷

土への愛着と誇りを感じるとともに、本市を訪れる人々に良い印象を与えるという考えのもと、

良好な景観の形成は、まちに潤いを与え、地域の魅力を高め、地域の活性化を促すことにもつな

がるという理念に基づき、本市のもつ自然、歴史、文化等から見た本市にふさわしい良好な景観

の形成を図るため、「志摩市景観計画」を定めて、景観まちづくりを推進しています。 

  このなかでは、本市の各地域にある豊かな自然、歴史・伝統文化をもつ地区を重点候補地とし、

その地区の持つ魅力を引き出し、将来に継承するとともに、これらの地区を、良好な景観の形成

に配慮した道路がネットワークとしてつながることにより、各地区での来訪者や居住者の交流の

拡充を図り、それが志摩市全域に展開する、にぎわいのネットワークの形成を図ることとしてい

ます。 

  そこで、志摩市の地方創生においては、重点候補地区を中心にネットワークを形成するという

本市の推進する景観まちづくりに寄与するような具体的な施策の実施に努めます。 
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Ⅲ．志摩市の地方創生  

  

１．志摩市の地方創生の目的 
 

人口ビジョンで描いた 45 年後の志摩市の将来展望は、「地域の魅力を生かした産業を基礎に、

自らの願いを叶える力強さを備えた市民が、つながりあって小さな地域とまちを支え、文化・伝

統を守りながら、美しい自然とともに活き活きと暮らしている。」を「30,000 人程度」の人口で

実現させる姿です。具体的には、下記の８つの将来像を描いています。 
 

======================================================================================== 

・志摩市の豊かさの源である自然環境がより良く保全され、人の営みと自然が調和した志摩の景観が広

がるなかで、持続的に志摩の多様な食材が生産され、地域内の宿泊業や飲食業などで幅広く大切に消

費されている。 
 

・人のつながりに支えられた暮らしやすさが確保され、地域の由緒ある空間やお祭りなどの文化・伝統

が、市民の力で絶えることなく維持されている。 
 

  ・自らの特徴を把握して自立する小さな地域が、それぞれの個性を発揮して、１つの志摩市を構成して

いる。 
 

・「海や里の多様な食材」、「豊かな自然環境」、「美しい景観」、「地域ごとの文化・伝統」及び「人のつな

がり」が相まって、志摩市の良さを凝縮した質の高い「観光」が世界に向けて提供され、地域の資源

を生かした産業で活力ある地域が形成されている。 
 

・地域の魅力に誇りを持ち、自らそれを楽しみ語れる市民の存在で、訪れる人が志摩市に憧れるような

まちが形成されている。 
 

・市内各地区の移動の利便性向上、子どもを産み育てるうえで必要な医療の確保、人が集い語らう場所

や新しい娯楽の創出など、市民のニーズを新しい仕事として市民が叶えている。 
 

・市民の理解や事前の備えなど、ハード整備だけではない事前防災が徹底された災害に強いまちが形成

されている。 
 

・志摩市の経済を支える産業の労働生産性が向上し、活発な業種間交流と連携により、多様でやりがい

のある労働環境が生み出され、様々な域内消費ができるだけ地域で循環している。 

========================================================================================= 
 

人口ビジョンに描かれた将来展望の実現は、人口が減少するなかでも、将来にわたって活力あ

る志摩市を存続させることです。それは、志摩市の強みをより良い形で残し、今以上に生かすこ

とで、地域社会や経済規模の縮小を最小限に抑えることに他なりません。 

そのためには、地域を大切に想い、地域の強みを再発見する市民一人ひとりが、産業の強化や

新規事業の創出、住みよい地域社会の形成を担っていくことが必要です。 

以上を踏まえて、志摩市における地方創生の目的は、下記のとおりとします。 

 

「ふるさと」としての志摩市を保全し、「故郷」を誇りに想う人を育てることで、志摩市を生かす

産業の充実と自立した集落の確立を促し、住みよい環境を確保・創出して、将来にわたって活力ある

志摩市を構築し、それを維持することで、人口の減少に歯止めをかける。 
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２．志摩市における「まち・ひと・しごと創生」 
 

志摩市の地方創生の目的を達成するための取り組みが、志摩市の「まち・ひと・しごと創生」

です。基本的な考え方に基づき、志摩市の「まち・ひと・しごと創生」としては、１）地域の食

材、産業、文化、自然等を理解し、愛し、生かすことのできる力強さを備えた市民の育成、２）

支え合い競い合える多様な人材の確保、３）地域の魅力や資源の再発見、４）地域を代表する産

業の強化、５）新たな産業の創出及び６）一人ひとりが個性を発揮できる潤いのある豊かな地域

社会の形成の６つの取り組みが考えられます。 

そこで、これらの取り組みを直接的・間接的に相互に連動させ、１つ１つの取り組みの効果を

高めるとともに、６つの取り組みの循環を起こすことを志摩市における「まち・ひと・しごと創

生」とします。 

 

 ３．６つの政策分野とその循環 
 

志摩市における「まち・ひと・しごと創生」の６つの取り組みは、１）ひとの育成、２）ひと

の確保、３）まちの発見、４）しごとの強化、５）しごとの創出及び６）まちの形成の６つの政

策分野に分類できます。 
 

６つの政策分野の循環を概念的に示したものが、図３です。 

具体的には、地域を理解して地域を生かせる人が育つと、それが人材の確保につながり、人材

が確保されると地域の魅力や資源の発見が促進され、その過程でさらに人が育成されるという循

環（図３ サイクル１）や、地域の魅力や資源が発見されると、一次産業や宿泊業など今ある産業

の強化や新しい産業の構築の基礎が蓄積され、産業の強化や新規産業の構築が実現されれば、よ

り暮らしやすいまちがつくられ、それが人材の確保につながり、集まった人材による更なる地域

の魅力や資源の発見が推進されるという循環（図３ サイクル２）が考えられます。 

人を育て、人材を内外から確保して、改めて地域を見つめなおすことで、今ある産業を強化し、

新たなビジネスを起こしながら、住みよいまちをつくり、更なる人の育成や人材の確保につなげ

ていくという「まち・ひと・しごと」の循環を起こすことで、志摩市の地方創生の目的の達成を

目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．６つの政策分野の循環のイメージ 

サイクル１ サイクル２ 
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 ４．基本目標と基本的方向性 
 

１）ひとの育成 
 

基本目標 
 

志摩市の自然・文化・伝統に誇りを持ち、それらの多様性を守り、生かせるひとを育成する。 

 

数値目標 
 
  １．地方創生に参加していると感じている市民の割合が 70％以上 

  ２．地域に誇りを持てると感じる市民の割合が 80％以上 

 

基本的方向性 
 

・ 志摩市の自然・文化・伝統に詳しいひとの力を生かす。 

・ 志摩市で楽しく過ごしているひとの力を生かす。 

・ 志摩市の魅力を調べて楽しむ大人を増やす。 

  ・ 志摩市に誇りを持てる子どもを育てる。 

  ・ 世代を超えて地域の魅力を学びあう機会をつくる。 

  ・ 地域の資源を生かすひとのつながりを構築する。 
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２）ひとの確保 
 

基本目標 
 

地域社会と地域の産業を楽しみながら支えて担う、多彩な人材を地域内外から確保する。 

 

数値目標 
 
  １．志摩市の「まち・ひと・しごと創生」でつながった人材が 300人以上 

  ２．社会減を半減させる 

 

基本的方向性 
 

・ アイデア、技術、知識をもった志摩市のひとの力を生かす。 

・ 多彩な人材のネットワークを構築する。 

・ 地域社会を担う取り組みを支援する。 

・ 地域の産業の担い手を確保するための取り組みを支援する。 

・ 志摩市の地域社会や産業を担うために学びたいひとを支援する。 

・ 志摩市での出産と子育てを支援する。 

・ 志摩市への移住者を増やす。 

・ 来訪者に志摩市の魅力を体感できる機会を提供する。 
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３）まちの発見 
 

基本目標 
 
 志摩市の自然や産業、地域ごとの特性や風習など、あらゆる観点で志摩市の長所や短所を見つ

めなおし、志摩市の魅力の再認識を促す。 

 

数値目標 
 
  １．志摩市の「まち・ひと・しごと創生」を通じて内外に魅力を発信した件数が 100件以上 

  ２．志摩市の魅力が語れる市民の割合が 80％以上 

 

基本的方向性 
 

  ・ 志摩市の自然、歴史、地理、産業に詳しいひとの力を生かす。 

  ・ 保全したい自然環境、活用したい地域資源及び、伝承したい文化・伝統に関する市民の意

識を把握する。 

・ 自然、歴史、地理及び産業について、地域の長所だけでなく短所も明確にする。 

・ 世代間の交流を推進する。 

  ・ 他の地域から訪れる移住者や観光客の視点を最大限に活用する。 

・ 当たり前の風景や風習を記録する取り組みを支援する。 

  ・ 志摩市を再発見する媒体や体験の提供を支援する。 

 

  



12 

 

４）しごとの強化 
 

基本目標 
 

志摩市の産業生産及び雇用を支える産業などを中心に、独自のアイデアと努力によって、従業

員の数や所得を増やす事業者や生産者を増やす。 

 

数値目標 
 
  １．観光消費額が 10％以上向上 

  ２．観光関連産業で提供される商品の域内調達率が 70％以上 

  ３．一次産業に従事する人の数が 2,500 人以上 

 

基本的方向性 
 
・ 経営規模の拡大を目指す事業者の意欲を生かす。 

 ・ 生産量の増加を目指す生産者の意欲を生かす。 

 ・ 生産、加工、販売を担うそれぞれの分野の事業者のつながりを強化する。 

・ 生産者と消費者をつなげる機会を創出する。 

 ・ マーケティングに基づく商品開発や生産規模の拡大を支援する。 

 ・ 観光客の消費拡大を図るための異業種間の連携を促進する。 

 ・ 観光地としての価値を高める取り組みを支援する。 

 ・ 地域内外を問わずに能力と意欲をもった担い手を確保する。 

 ・ 伊勢志摩地域の広域での連携を促す。 
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５）しごとの創出 
 

基本目標 
 

 地域の資源とニーズを見出し、これまでにない観点による起業や異業種間の連携をおこして、

小さな規模でも利益を生み出す事業者や生産者を増やす。 

 

数値目標 
 
  １．人口に占める就業率を向上させる 

  ２．起業した事業者数と異業種間連携した事業者数が合計で 30 者以上（起業は８者以上） 

 

基本的方向性 
 
・ 新規に事業を興そうとするひとの意欲を生かす。 

・ 異業種間のネットワークを構築する。 

・ 新規に事業を興した事業者や生産者と若者のつながりを強化する。 

  ・ 志摩市の産業生産を担う産業分野の活性化に資する起業を支援する。 

  ・ 志摩市の一次産業の活性化に資する起業を支援する。 

・ 志摩市の市民のニーズを叶える分野の起業を支援する。 

・ 観光地としての価値を高める分野の起業を支援する。 

・ 地域内外を問わずに能力と意欲をもった若者を確保する。 

・ 伊勢志摩地域の広域での連携を促す。 
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６）まちの形成 
 

基本目標 
 

地域の特性を生かしつつも過去の慣習にとらわれずに、小さな地域の存続に向けて活動する市

民と民間事業者を増やし、そうした小さな地域間を人でつなげて、志摩市に暮らしやすさを感じ

る市民を増やす。 

 

数値目標 
 
  １．多様な主体が連携して地域づくりを進めている地域が 10地域以上 

 

基本的方向性 
 
 ・ 小さな地域を維持するために取り組むひとの意欲を生かす。 

 ・ それぞれの地域で活躍するひとのネットワークを構築する。 

  ・ ひとのつながりが強化される取り組みを支援する。 

  ・ 市民と民間事業者の連携を促す。 

  ・ 市民の暮らしやすさの向上に寄与する市民や民間事業者を支援する。 

  ・ 地域が主体の魅力ある地域づくりの取り組みを支援する。 
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５．具体的な施策 
 

１）ひとの育成 
 
１－１．中学生と高校生の地方創生参画推進事業 

 
 ○ 目的 

志摩市在住の中学生及び高校生を対象に、志摩市の現状や地方創生の必要性を伝えるとと

もに、彼らの意向を把握して、地域に戻る、地域に誇りを持つ次世代の育成を推進する。 
 
 ○ 事業内容 

中学生と保護者を対象にした志摩市の現状と将来、地方創生に関する説明会を実施すると

ともに、志摩市に在住する高校生が多く通っている伊勢志摩地域にある高校を対象に高校生

の意識調査を実施する。毎年度、これらの取り組みを継続することで、若者の志摩市に関す

る関心を高めるとともに、若者の意向を把握して、若者が地域に残る、または戻る地域づく

りのための施策の検討につなげる。 
 
 ○ KPI（重要業績評価指標） 

・市内の全ての中学校で地方創生に関する説明会を毎年１回以上開催 

・高校生アンケートの結果で「地域に誇りを持つ生徒の割合が 80％以上」、かつ「将来は地

域に暮らしていたいという生徒の割合が 70%以上」 

 

 

１－２．介護予防ボランティアでポイント事業 
 

○ 目的 

世代を超えた交流や地域とのつながりがもてる活動を地域支援事業に加えることで、自ら

介護予防をしながら健康寿命を延ばす高齢者だけでなく、介護に関して広く関心をもつ市民

を育成する。 
 
○ 事業内容 

市が行う地域支援事業について、世代を超えた交流や地域とのつながりがもてるような内

容に充実させ、広く市民が参加できる活動を定めて、活動に参加した市民に対して活動実績

に応じたボランティアポイントを付与して、楽しく継続的にボランティア活動に参加する市

民を増やす。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

   ・地域支援ボランティアとして活動する人の数が 500 人以上 

・ボランティア活動に参加した人の数が年間 3,000 人以上 
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１－３．がんばる市民を応援する事業 
 

○ 目的 

意欲的に技術や能力を高めようという市民を支援して、市民のパフォーマンスを向上させ

るとともに、そうした人材のネットワークを構築する。 
 

○ 事業内容 

    起業や就職、就労に必要な資格取得を広く支援する助成事業と、志摩市に必要な資格とし

て指定した資格の取得者数を確保するための奨励事業の２つを実施する。また、事業を活用

した資格取得者を登録し、登録者同士のネットワークを構築して意欲の高い市民同士の連携

を促進する。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・助成事業による年間の資格取得者数が 50人以上  

・奨励事業による指定資格の取得者数が平成 31年度に目標の 80％以上  

・資格取得者のネットワークが平成 31 年には構築されている 

 

 

１－４．地域とのつながりによる県立高校の魅力向上事業 
 

○ 目的 

    地域と市内の高校（志摩高校及び水産高校）のつながりを強化して、地域を知る機会と地

域で活躍する機会を在校生に提供するとともに、地域が高校について知る機会も創出するこ

とで、地域の高校の魅力を向上させ、卒業しても地域のために何かをしたいと想ってくれる

若者を育てる。 
 

○ 事業内容 

在校生、保護者、教職員及び高校の周辺住民それぞれが、高校に対してどのような印象や

未来を抱いているかを共有しあう場を設けるとともに、学校関係者や地域住民、卒業生など

高校に関わる多様な主体の連携を促し、それぞれの高校の魅力向上について検討する。生徒

が活躍する機会の創出を促すとともに、生徒が地域で活躍する多様な世代の人を知る機会や

地域の企業に生徒をインターンとして受け入れてもらう取り組みを推進する。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・両校の現状や印象が関係者で共有され、地域と高校で魅力向上のための対策が検討されて

いる 

・地域住民や中学生に両校の魅力を知ってもらうために両校の生徒が活躍する機会が年 10

回以上 

・両校の生徒をインターンとして受け入れてくれる事業者の数が延べ 20者以上 
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１－５．二十歳からの健康貯蓄事業 
 

○ 目的 

健康に対する意識が比較的低い傾向にある 20 代と 30代を対象に、集団健診の機会を提供

することで、健康づくりの大切さを認識し、自ら重症化を予防することを心がける健康的な

生産年齢世代を育成する。 
 
○ 事業内容 

 20 代と 30 代を対象にした血液検査や尿酸代謝等の検査を行う集団健診を実施するととも

に、生活習慣病予防や心身の健康維持、結婚・妊娠・出産などに関する健康教育を行って「自

分の健康は自分で守る」という若者の認識と自覚を高める。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・健康診査を受けた人のうち定期的に健康診査を受けようと思う人の割合が毎年 50％以上 

・健康診査を受けた人のうち再受診をした人が占める割合が 45％以上 

 

 

１－６．心豊かな暮らしを育む人材育成事業 
 

○ 目的 

志摩の自然や風土に根差した志摩ならではの心豊かな暮らし方を考案し、それらを実現させる

とともに、もって持続可能な社会の構築に寄与することを目的とする。 
 

○ 事業内容 

東北大学大学院環境科学研究科と連携して「ライフスタイル変革プロジェクト」を推進し、職

員及び市民とともにワークショップ等を通じて、志摩ならではの心豊かな暮らしを検討して、そ

れらの実践を目指す。 

職員によるワークショップでは、将来の社会や自然環境の状況を踏まえた暮らしの制約を想定

するとともに、昭和初期の志摩の暮らしを参照して、志摩ならではの心豊かな暮らしを考案する

とともに、その実践に向けた具体的な施策を検討する。 

市民によるワークショップでは、市民とともに地域の課題を整理し、市民自らが課題解決に取

り組み、その地域ならではの心豊かな暮らし方の実践を図る。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・考案されたライフスタイルが延べ 200以上 

・心豊かな暮らし方の実践に向けた取り組みが延べ６件以上 
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１－７．大学等との連携による人材育成推進事業 
 

○ 目的 

志摩市と連携協力協定を締結している大学等と連携し、学びの場として志摩市を活用して

いただくための環境整備に取り組み、市民との交流をはじめ、大学間や異業種間の連携を進

めることで交流人口の拡大を図る。そのなかから導き出される地域課題の解決や地場産業の

推進等に繋げていくための取り組みに関する支援を行い、志摩市に貢献できる人材を育成す

ることを目的とする。 
 

○ 事業内容 

大学生等にフィールドワークやインターンシップ、ゼミ合宿やスポーツ合宿等の学びの場

として志摩市を活用していただくための環境整備を行うことで、交流人口の拡大を図る。さ

らに、学びの活動を通じて見えてきた地域産業をはじめとする諸課題を地域住民等とともに

考え、新たな提案に繋げていく取り組みなどを通じて、志摩市に貢献できる人材を育成する。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・学びの場として志摩市を活用した大学生等の人数が年間 20 人以上 

・学生と市民等による「志摩のまちづくり交流会（仮称）」の開催回数が年間２回以上 

   ・学生と市民等が協働して導き出した地域課題解決に向けた提案件数が年間１件以上 
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２）ひとの確保 
 
２－１．若い女性が暮らしやすい志摩づくり事業 

 
○ 目的 

若い女性にとって住みやすい、働きやすい地域にするための施策を女性と共に検討し、検

討結果を市の施策に反映させることを通じて、若い女性が暮らしやすいまちづくりを推進す

る。 
 

○ 事業内容 

 意欲のある女性と共に、女性にとっての住みやすさや働きやすさを検討し、若い女性が暮

らしやすいまちのあり方をとりまとめる。そのうえで、検討結果を市の施策に反映させると

ともに、民間事業者への啓発に活用する。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・参加者と共に検討結果の普及啓発を行った回数が延べ４回以上 

・検討結果を踏まえて改良または設計された施策の件数が延べ８件以上 

 

 

２－２．移住しやすい志摩づくり事業 
 

○ 目的 

志摩市に移住した人たちと共に志摩市の移住しやすさや移住に伴う苦労についてとりま

とめて、その結果を市の施策に反映させて移住しやすいまちづくりを推進するとともに、多

様な移住者のつながりを築く。 
 

○ 事業内容 

志摩市内で活躍する移住者と共に、移住しやすさや移住の苦労について整理し、移住者向

けの心構え等にとりまとめる。そのうえで、とりまとめた結果を市の施策に活用するととも

に、移住者のつながりを生かした新規移住者の支援体制を構築する。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・検討結果を踏まえた情報提供や支援体制に対する移住希望者の満足度が平成 31 年度に 

70％以上 

・支援体制に協力してくれる移住者が平成 31 年度に 50人以上 
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２－３．水産業の担い手受け入れ推進事業 
 

○ 目的 

   志摩市内にある漁業集落に若者を受け入れる雰囲気を醸成するとともに、新たに漁業に従

事しようとする若者を支援して、各地域における漁業者を増やす。 
 

○ 事業内容 

    意欲のある漁業集落と共に、集落における若者の支援体制や新規漁業者と集落をつなげる

リーダーの育成について検討し、漁業集落に若者を受け入れる条件を整理した漁業集落を対

象に地域おこし協力隊等を活用して漁業に従事したい若者を受け入れる。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・新たに漁業者として若者を受け入れる条件が整理された漁業集落の数が延べ５集落以上 

・新たに漁業者として若者を受け入れた漁業集落の数が延べ４集落以上 

 

 

２－４．IJU（移住）ターン促進のための奨学金返済補助事業 
 

○ 目的 

    奨学金を受けて大学等に進学し、卒業した若者の奨学金返済額の一部を補助することで、

志摩市への若者の移住、定住を促進する。 
 

○ 事業内容 

志摩市に住民登録し、市税等の滞納がないなどの一定の条件を満たす人を対象に、すでに

貸与が終了している奨学金の返済額の一部を市が補助する。ただし、補助金額については上

限額を設定する。また、当該事業に賛同する市民や企業からの寄附を募って行政負担だけに

よらない制度の運用を検討する。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・制度を利用した人の数が延べ 100 人以上 

 

 

２－５．若者の集いと出会いの支援事業 
 

○ 目的 

    志摩市に若者が集まるイベントを支援することで、若者の出会いや地域の魅力を若者が再

発見する機会の創出を促す。 
 

○ 事業内容 

    志摩市の若者が市内で主催するイベントで、若者が集まる機会や若者が出会う機会の創出

を目的としたものを対象に、開催費の一部を助成する。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・支援したイベント等で集った若者が毎年 200人以上 
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２－６．家主と移住者のためのリノベーションによる空き家活用等事業 
 

○ 目的 

    志摩市内の空き家のリノベーションを推進し空き家の活用を図るとともに、リフォームに

も助成し移住者を増やす。 
 
○ 事業内容 

    空き家主と空き家に入居を希望する移住者が、空き家をリノベーションする場合に、その

費用の一部を市が補助する。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

   ・リノベーション助成を利用して移住した件数が延べ５件以上 

   ・リフォーム助成を利用して移住した件数が延べ 15件以上 

 

 

２－７．若者世代の移住促進事業 
 

○ 目的 

    若者または中学校卒業前の子どもをもつ世帯の移住を促進し、若者世代を中心に社会減を

抑制する。 
 

○ 事業内容 

年齢 40 歳未満の者や中学校卒業前の子どもを持つ世帯で、市内に移住を決めてもらった

世帯のうち、市が定める一定の要件を満たした世帯を対象に、移住から１年間（一次産業に

就業した場合は 3年）の期間を定めて、上限額を定めたうえで家賃を補助する。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・制度を利用して移住した件数が延べ５件以上 

 

 

２－８．農業の担い手受け入れ推進事業 
 

○ 目的 

志摩市内で新たに農業に従事する人を増やすとともに、農業を伝える人材を育成すること

で、農産物の生産量を増やし、持続可能な農業の確立を図ることを目的とする。 
 

○ 事業内容 

地域おこし協力隊等を活用して、市内において農産物の生産に従事したい若者を受け入れ

るとともに、彼等に生産指導を行う機会を既存の農業者に提供することで人材の確保と育成

を図ることを通じて、対象とする農産物の生産量を増やし、生産体制の強化を図る。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・生産指導を行う既存の農業者（個人又は団体）が延べ３者以上 

・事業を活用して新たに農業に従事した者の数が延べ６人以上 

・事業を活用して新たに農業に従事した者により生産量が増加した農産物が延べ３種類以上 
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３）まちの発見 
 
３－１．志摩市ホームページの魅力向上事業 

 
○ 目的 

志摩市のホームページ運営において、市民や志摩市と交流のある市外の人の協力を得て、

志摩市の魅力を発信するとともに掲載内容の面白さを追求し、志摩市に興味を持ってくれる

人を増やす。 
 
○ 事業内容 

市民や志摩びとの会、友好都市などの関係者の協力を募り、ホームページの見やすさや面

白さについて改良を加えるとともに、市民が投稿できるコーナーなどを設けて、市の魅力を

発信することで、「志摩市は楽しい」ということを市外の人に知ってもらい、市民には再発

見してもらえるようなホームページになるよう運営する。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・HP の年間アクセス数が 430,000 件以上 

・HP への市民からの年間投稿件数が 300 件以上 

・HP が見やすいと答えた人の割合が 80％以上 

 

 

３－２．きらり志摩びと紹介事業 
 

○ 目的 

志摩市内外のあらゆる分野で活躍している人やその分野に精通している人を、広く市民に

紹介するとともに、活躍する人同士のつながりを豊かにする。 
 

○ 事業内容 

志摩市内外の様々な分野で活躍している人や精通している人、また、楽しんで取り組みを

している人を紹介する番組を制作し、また、「広報しま」で紹介することで、広く市民に周

知するとともに、活躍する人同士のつながりを深める。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

   ・行政チャンネルや広報紙等で紹介した人や団体の数が延べ 50以上 

・その年の行政チャンネルや広報紙等を見た市民の割合が 50％以上 

・行政チャンネルや広報紙等で紹介した人々のネットワークが構築されている 
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３－３．地域の資源を活用するためのプラットフォーム創出事業 
 

○ 目的 

様々な知識、経験、技術及びアイデアを有する市内の人や団体が連携できる場（プラット

フォーム）を創出することで、地域の再発見と地域の資源を生かす市民の協働を促す。 
 

○ 事業内容 

様々なアイデアを持った市内の人や団体と、地域資源の活用を模索している人や団体が集

まる場を創出して、地域の発見と市民同士のつながりの強化を促し、その場に参画する主体

間の協働による具体的な取り組みを支援する。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・プラットフォームに参加している人の数が延べ 100 人以上 

・プラットフォームを通じて生み出された協働の数が延べ 10件以上 

 

 

３－４．農産物の生産実態把握事業 
 

○ 目的 

    市内で生産される農産物について、産品別の生産量と生産額を把握するとともに、販売場

所、流通経路等も把握する。 
 

○ 事業内容 

    市内で農産物を生産する生産者及び生産された農産物を販売する物流業者や直売所を運

営する主体を把握し、それらの主体と連携して、継続的に市内の農産物の生産量と生産額を

把握できる仕組みを構築する。併せて、収集した情報に基づいた農業経営及び栽培指導を実

施する。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

   ・農業者のうち調査に協力してくれた人の割合が 70％以上 

・生産物ごとの生産量及び生産額、並びにそれらの物流について把握できている 
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３－５．志摩市の食材を活かした食育推進事業 
 

○ 目的 

子どもたちが地元食材を使った給食を食べる機会を増やすとともに、志摩の「食」や生産

者等との交流を通じて、子どもたちに地域の魅力に気づいてもらう。 
 

○ 事業内容 

志摩産給食の日を毎月設け、志摩の食材を使った給食を提供する。また、この日にあわせ、

生産者を学校に招待し生産者交流会を実施することで、生産者の意欲向上と子どもたちの一

次産業への関心を高める。さらに、海産物料理のレシピを各家庭に配布することで、家庭に

おいても海産物料理を積極的に取り入れてもらえるようきっかけづくりを行う。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・学校給食における地場産物の活用状況が志摩市産で５％以上、三重県産で 35％以上 

・生産者交流会の実施回数が年６回以上 
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４）しごとの強化 
 
４－１．ふるさと応援寄附推進事業 

 
○ 目的 

「ふるさと納税」の仕組みを活用して、志摩市内の事業者の生産品の販路拡大や志摩市に

訪れる機会の創出を行うことで地域経済の活性化を図るとともに、消費者ニーズを踏まえた

商品開発やサービスの向上を促す。 
 

○ 事業内容 

    「ふるさと納税」の仕組みを活用し、志摩市への全国からの寄附を募り、返礼品として市

内の事業者の生産品や地域で利用できる商品券等を贈呈する過程において、市役所と市内の

事業者の連携を強化し、寄附者のニーズやクレーム等への対応を事業者に促すことで、商品

やサービスの質の向上を図る。また、寄附者の意向に沿いながら寄附金を活用した地域振興

事業を実施するとともに、その取り組みについても丁寧に発信することで、志摩市のファン

を増やして、さらなる地域経済の活性化を図る。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・年間の経済波及効果が３億円以上 

・最初に返礼品を出荷した年に比べてふるさと応援寄附の返礼品の出荷が原因で、事業者の

取り扱う商品が増加している事業者の割合が 70％以上 

 

 

４－２．生産物の販路拡大による農林水産業活性化事業 
 

○ 目的 

    都市部や観光客のニーズに応じた生産物の販路を検討し、消費者を意識する生産者を育成

することで、生産者の利益を高める販路の拡大を推進して、農林水産業を活性化する。 
 

○ 事業内容 

志摩市の多様な生産物について、都市部や観光客を対象にニーズを把握し、それらを踏ま

えた生産物の販路を検討して、検討結果を踏まえた販路の拡大を推進する。ニーズの把握、

販路の検討及び検討結果を踏まえた販路の拡大にあたっては、生産者と共に意欲のある地域

おこし協力隊やノウハウを有する人材等を活用することとする。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・ニーズを踏まえて販路拡大に取り組んだ生産物の数が延べ 10品目以上 

・販路が拡大できた生産物の数が延べ５品目以上 
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４－３．農業生産者の強化と育成事業 
 

○ 目的 

    効率的な農作物の栽培を支援することで、農業生産者の安定的な収益確保、就農者の増加、

地産地消の推進を図る。また、地域の主要な担い手となる認定農業者等が安定的な営農活動

を行うための支援策を講じることで、就農者の確保、耕作放棄地の抑制を図る。 
 

○ 事業内容 

生産効率の向上や生産量の増加に資する農業用ビニールハウスの新設等の施設整備を行

う市内の農業生産者（個人・団体）を市で助成する。ただし、当該助成事業を利用する農業

者には、条件として若者のインターンや地域おこし協力隊などを受け入れることを承諾して

もらい、新規農業者の育成にも参画してもらえるようにする。 

また、認定農業者や新規就農者、あるいはこれらの人が構成員となっている農業生産者団

体の営農継続に必要となる機械設備の導入、先進的な取り組みの導入に対し、対象経費の一

部を助成する。さらに、耕作放棄地対策として、耕作放棄地の再生に必要な経費の一部を助

成する。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・制度を活用して生産量と生産額を増やした農業生産者の数が延べ 20 者以上 

・制度を活用した農業生産者でインターン等の若者等を受け入れた数が延べ５人以上 

   ・認定農業者数の減少率が５％未満 

   ・志摩市における安定的な営農モデルの公表数が延べ５件以上 

 

 

４－４．外国人観光客誘致推進事業 
 

○ 目的 

    伊勢志摩地域としての観光拠点づくりを広域連携で推進するとともに、志摩市内における

外国人観光客受け入れ環境の強化を図ることで、外国人観光客の多様化と増加を促し、地域

の観光関連産業を成長させる。 
 

○ 事業内容 

伊勢志摩地域を国際的な観光地として位置付けるとともに、今後増加の見込める国や地域

からの観光客をターゲットにした観光客誘致を広域で実施していくために観光 DMOの確立を

目指して広域連携を推進する。併せて、志摩市観光協会のインバウンド専門員のノウハウと

ネットワークを活用できる人材を複数人育成し、観光関連産業の企業努力を促すことを通じ

て、市内の外国人観光客受け入れ環境の強化を図る。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・平成 31年度に志摩市を訪れる外国人観光客数が 100,000 人以上 

・平成 31年度の外国人観光客に占める東南アジアからの観光客の割合が 20％程度 

・平成 31年度の外国人観光客に占める欧米からの観光客の割合が 10％程度 

・伊勢志摩地域における地域連携 DMO が構築されている 
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４－５．未活用資源等を利用した漁業振興事業 
 

○ 目的 

    生業としての漁業の魅力をさらに高めるため、地域としての流通頻度の低い、または未活

用、低価格となっている水産物（以下、「未活用資源等」という）を利用した資源管理型の

漁業の可能性を検討し、試行を通じて漁業を振興する。 
 

○ 事業内容 

漁業者や関係機関と共に、利用できる未活用資源等を定め、その資源を枯渇させないよう

に資源管理型漁業や環境負荷の小さい漁業を検討する。そのうえで、具体的な漁業モデルの

試行を通じて、安定的に収入が得られるような漁業の振興を図る。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

   ・未活用資源等として定めた水産物を対象に資源管理型の漁業等を試行した件数が延べ２件

以上 

・試行で得られた水揚げ高が延べ 1,000万円以上 

 

 

４－６．中小企業者等支援事業 
 

○ 目的 

志摩市内の中小企業者等による販路拡大や新規需要開拓の促進、また、経営基盤の強化や

産業振興に寄与することを目的とする。 
 

○ 事業内容 

国内及び海外で開催される商談会等に市内の事業者が出展する経費の一部を助成するこ

とで、販路の拡大やバイヤー等との商談や情報交換を介したトレンドやニーズの把握を促し、

地域の産業振興を図る。 

また、市内小規模事業者が日本政策金融公庫の経営改善資金及び生活衛生改善貸付を利用

するにあたり、上限を定めたうえで返済利子の一部を補助することで経営基盤の強化にかか

る支援を行う。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・商談会等に出展し、新しい販路を開拓した事業者が延べ 15者以上 

・商談会等に出展し、新規需要開拓に向け商談成立となった事業者が延べ５者以上 

   ・利子補給補助制度を活用した事業者が延べ 65 者以上 
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４－７．御食国食文化展開事業 
 

○ 目的 

御食国（みけつくに）としての歴史や食文化を活かして、農林漁業や観光業を活性化する

ための戦略を構築するとともに、食に関する価値ある地域資源の掘り起こしやその価値を伝

えるための学びの機会を創出し、その結果、高付加価値化を図り、産業を活性化させること

で、地域の価値ある生業を次世代に継承することを目的とする。 
 

○ 事業内容 

食に関わる国際的な教育機関や国内外の専門家、また、地域の生産者や料理人と連携を図

りながら、食に関する価値ある地域資源の掘り起こしと整理を行い、その価値を伝えるため

のスタディツアー（学びのプログラム）を構築する。スタディツアーの実施により国内外へ

の情報発信に努め、志摩の食材や食文化が生み出される背景を伝えることで高付加価値化を

図り、そのことで事業者自らが生業の価値を再認識し、後継者確保に向けた道筋をつける。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・歴史や食文化を活かした農林漁業や観光業を活性化するための戦略が構築されている 

・スタディツアー（学びのプログラム）の構築数が延べ５件以上 

・後継者確保に向けて動きだした事業者数が延べ５者以上 
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５）しごとの創出 
 
５－１．志摩市を元気にする創業支援事業 

 
○ 目的 

市内の地域資源を活用するなどして、地域の活性化に資する事業を志摩市でおこそうとす

る者を、資金調達に関わる多様な主体と共に支援することで地域に仕事を創出する。 

また、クラウドファンディングを利用し、地域の活性化に資する事業を行った場合におい

ても支援を行う。 
 

○ 事業内容 

志摩市商工会、協定金融機関等と連携して、創業や第二創業しようとする主体を支援する

仕組みを構築する。そのうえで、創業等にあたってのアドバイスや指導を構築された仕組み

で行い、さらに審査を行った上での資金調達の助成といった支援を行う。 

また、クラウドファンディングを利用して地域資源を活用した商品や役務の開発等を実施

する場合、クラウドファンディングにかかる手数料を、上限額を定めたうえで補助する。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

   ・創業等の相談を受けたもののうち審査を行った件数が延べ 10件以上 

・審査を行った件数のうち創業等を実現した件数が延べ３件以上 

・クラウドファンディング活用支援補助制度を利用し地域の活性化に資する事業を行った件

数が延べ２件以上 

 

 

５－２．鵜方駅周辺の賑わい復活事業 
 

○ 目的 

市内で最も乗降者数の多い鵜方駅周辺の空き店舗を活用した創業支援を実施して、駅周辺

に賑やかさを取り戻すとともに、駅周辺を周遊する市民と観光客の数を増やして、仕事と雇

用を創出する。 
 
○ 事業内容 

鵜方駅周辺の空き店舗を活用した飲食店や小売店の創業を支援するため、市で借り上げる

などした空きテナントを一定の要件を満たした希望者に安く貸し出すチャレンジショップ

事業と、チャレンジショップでの経験を生かして鵜方駅周辺で経営を始めようする事業者の

店舗改修費や備品購入費等の必要経費を助成する事業を行う。併せて、空き店舗に伊勢志摩

を代表するような有名店の誘致などを推進し、鵜方駅周辺に賑わいを取り戻す。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

  ・平成 31年度に鵜方駅周辺の店舗利用者数が平成 28年度に比べて 20％以上増加 

・鵜方駅周辺に活気を感じる人の割合が 70％以上 

・鵜方駅周辺で新たに経営を始めた事業者数が延べ２者以上 
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５－３．志摩市におけるガイド業の創出事業 
 

○ 目的 

    ガイド業という事業に対する関係者の理解を深め、志摩市の多様な自然や文化、地域ごと

の街並みや暮らしなどを題材にした有償のツアーを実施する機会を設けて、ガイド業という

事業の創出を促すとともに、観光ガイドアプリ等を活用してガイド業に携わる人と志摩市を

訪れる観光客等をつなぐ仕組みを構築する。 
 

○ 事業内容 

ガイド業に興味をもつ市民及び有識者や関係団体と共に、先進的に取り組んでいるガイド

業者が実施するガイドツアーを体験するなどしてガイド業に対する理解を深め、市内の自然、

文化、歴史、暮らし、街並みなどを題材にした有償のガイドツアーの企画と提供を実践する

ことを通じて、ガイド業の創出を促す。併せて、観光ガイドアプリ等を活用してガイド業に

携わる人と志摩市を訪れる観光客等をつなぐ仕組みを構築するため、専門家を招いて学ぶ機

会を設ける。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・ガイド業で収入を得る人の数が平成 31年度に 20 人以上 

・ガイドツアーを専門に扱う事業者が平成 31 年度に１者以上 

 

 

５－４．高齢者と障がい者とその家族等のための観光サービス創出事業 
 

○ 目的 

    健康面に不安を抱いている高齢者や障がい者とその家族等が、安心して観光できるサービ

スを、異業種間の連携を促すことを通じて、地域に構築する。 
 

○ 事業内容 

高齢者や障がい者の方々とその家族等が安心して観光を楽しめるサービスが受けられる

よう、先進的に取り組んでいる専門事業者との連携のもと、市内の福祉や介護に携わる関係

事業者が協力することで支援体制を整えていく。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・高齢者や障がい者の観光を支援するサービスが構築されている 

・高齢者や障がい者の観光を支援するサービス業に参画する事業者の数が平成 31 年度に 50

者以上 
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５－５．６次産業化推進事業 
 

○ 目的 

   生産者による生産量の増加、加工業者による商品開発及び販売業者による多様な販路の構

築を支援することで、志摩市の農林水産物を活用した６次産業化を推進する。 
 

○ 事業内容 

志摩市のあらゆる生産物のなかから、６次産業化の対象とする生産物を選び、生産、加工、

販売の役割を明確にしたうえで、どこでどれだけ誰が生産量を増やし、どこで誰がどうやっ

て加工して、どこで誰に誰が販売するかを想定するとともに、販売価格が生産者、加工業者、

販売業者のそれぞれにどのように分配されるかも明らかにした形の農水商工連携による６

次産業化を検討する。そのうえで、具体的な６次産業化の支援にあたっては、生産者、加工

業者及び販売業者の３者の連携が明確な事業を対象に、生産、加工及び販売のステージごと

に必要なマーケティングや施設整備を支援する。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・６次産業化を推進した農林水産物にかかる生産業、加工業また販売業に新たに参入した事

業者の数が延べ 10 者以上 

・平成 31年度に、６次産業化を推進した農林水産物の生産者のうち平成 28年度に比べて利

益が増えたと感じる人が 80％以上 
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６）まちの形成 
 
６－１．伊勢志摩国立公園の魅力向上事業 

 
○ 目的 

    企業や市民団体等との連携のもと、伊勢志摩国立公園における美化運動、景観形成、自然

公園施設の維持管理等を実施し、市民の環境意識の向上を図り、国立公園に暮らすという市

民意識を高めるとともに、訪れる人も気持ちよく楽しめる環境のまちづくりを進める。 
 

○ 事業内容 

    企業や市民団体等と連携し、主要な道路等のゴミ拾い、美観を損ねている草木の手入れ、

歩道や展望所等の清掃といった美化運動、景観形成、自然公園施設の維持管理等の活動を行

うとともに、必要な支援を行うことで志摩市全域を対象に国立公園の魅力を向上させること

を目的とした活動を進める。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

   ・環境まちづくりに関する取り組みに参加する市民の数が年間 1,500 人以上 

・国立公園のなかで暮らしているということを意識している市民の割合が 90％以上 

 

 

６－２．賢島の魅力発信力向上事業 
 

○ 目的 

    賢島に関わる事業者の連携と創意工夫を促し、観光客のニーズと地域の特性を踏まえなが

ら志摩市全体の魅力を発信する拠点としての賢島の役割の強化を図る。 
 

○ 事業内容 

    志摩市全体の魅力を発信する拠点としての賢島の特性や利点を整理し、どのように魅力の

発信力を高められるかを検討する場として、賢島で観光関連産業を営む事業者や賢島を中心

に活動する団体等が協議し合う場を設ける。そのうえで、協議の場に集まったそれぞれの連

携と創意工夫に基づく検討結果の実現を支援する。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・賢島に関わる事業者の連携と創意工夫で取り組まれた事業が延べ５件以上 

・賢島を訪れる観光客のうち志摩市の魅力を感じてもらえた人の割合が 80％以上 
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６－３．地域の特色を生かしたスポーツのまちづくり事業 
 

○ 目的 

    市内各地域において、各地域の特色を生かせるスポーツの振興を通じて、市民と観光客の

双方がスポーツを楽しめるまちづくりを推進する。 
 

○ 事業内容 

志摩スポーツコミッション、志摩市体育協会、志摩市観光協会などの関係団体と共に、市

内各地域において各地域の特色を生かせるスポーツを、種目、季節及び楽しみ方の３つの観

点から整理するとともに、多様な主体から地域を生かしたスポーツ振興の具体的な提案を募

集する。そのうえで、整理または提案されたもののうち、定着しているスポーツ振興の取り

組みは継続するとともに、新しく市民と観光客が地域で楽しめるスポーツについてはその振

興を支援する。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

   ・地域の特色を生かしたスポーツ振興に取り組む地域の数が延べ 20地域以上 

 

 

６－４．地域の魅力を見つけて生かす観光まちづくり事業 
 

○ 目的 

    自然景観、歴史文化、街並み、日々の暮らし、人のつながり、地元ならではの食、古くか

らの生業など日常的な物事や当たり前のことを地域の観光資源として生かせる地域づくり

を推進する。 
 

○ 事業内容 

 観光まちづくりに取り組む地区を定めて、その地区の観光まちづくりに意欲的な市民や事

業者と共に、その地区を訪れる観光客の分析や地域の魅力を見つめ直す取り組みを実施して、

観光資源となりうる地区のモノゴトを検討する。そのうえで、観光資源としたモノゴトを生

かした商品やサービスの開発から提供までを試行し、地域に誇りを持ち、地域の魅力を発信

する地域づくりを促す。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・観光まちづくりに取り組む地域が延べ４地区以上 

・観光まちづくりに参画する市民や事業者のうち取り組み当初に比べて観光客や観光客とふ

れあう機会の増加を実感している人の割合が 80％以上 
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６－５．生活拠点づくり事業 
 

○ 目的 

    少子化と高齢化が進行する市内各地区において、住民と共に地区の現状やニーズを把握し、

地区の課題を住民が主体となって解決できる仕組みを検討し、その実施の具体化を支援する。 
 

○ 事業内容 

事業を実施する地区を定めて、当該地区の住民を筆頭に地区に関わる多様な主体を集め、

地域支援員等を積極的に介入させて地区の現状及び課題を整理したうえで、どのような方法

で住民が主体となった課題解決ができるかを検討し、検討結果の実現に向けた取り組みを支

援する。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・住民が主体となって地区の課題解決に取り組む地区の数が延べ４地区以上 

 

 

６－６．これからの志摩市の地域交通検討事業 
 

○ 目的 

    人口減少、高齢化率の上昇、外国人観光客等の増加など今後想定される志摩市の社会状況

下において、市内各地域と駅、病院、学校、商業施設、観光スポットなどの拠点を結ぶ有効

な地域交通のあり方を描く。 
 
○ 事業内容 

地域交通に関わる主体及び有識者と共に、市内の交通に関わる各種計画で明らかにされた

課題を見直すとともに、志摩ならではの海上交通の活用や各地で取り組まれる新しい交通の

仕組みも参考にして地域交通を検討し、実現にあたっての課題も踏まえて地域交通のあり方

を描く。そのうえで、市内の地域交通に関わる各種計画に検討結果を提案する。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

  ・将来に向けた有効な地域交通のあり方として提案する件数が延べ３件以上 
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６－７．子どもの医療費がかからないまちづくり事業 
 

○ 目的 

    ０歳児から中学生までの入院及び通院にかかる医療費を無償化することで、子育て世帯の

経済的な負担の軽減を図り、子育てしやすい環境を整備する。 
 
○ 事業内容 

三重県とともに実施してきた０歳児から小学生までの医療費助成を拡充するかたちで、市

内の中学生に医療費の受給資格証を交付し、中学生の入院及び通院にかかる医療費のうち保

険が適用される費用について無償化する。ただし、一定額以上の所得を有する世帯は受給資

格証の交付対象外とする。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

  ・対象者である中学生の 90％以上が制度を利用している 

・中学生の医療費助成を利用した全ての世帯が経済的な負担が軽減されたと感じている 
  

※なお、制度利用割合及び経済的な負担の軽減に関する認識の調査は、中学校２年生のいる世帯を対

象にアンケート調査を実施して算出する。 

 

 

６－８．市民や民間事業者による地域をおこすまちづくり支援事業 
 

○ 目的 

地域の特性を生かした地域振興に資する市民や民間事業者が主体となったまちづくり事

業を促進することを目的とする。 
 

○ 事業内容 

市民や民間事業者が取り組む「観光まちづくり事業」や「多世代交流拠点づくり事業」等

施設整備を行うまちづくり事業のうち、市が設置する評価委員会において補助対象とした事

業に対して総事業費の半分以上をクラウドファンディングで調達した場合に、志摩市まちづ

くりクラウドファンディング活用支援基金から総事業費の不足分を補助する。 
 

○ KPI（重要業績評価指標） 

・支援申請をした事業者等が延べ６件以上 

・事業に着手した補助対象事業が延べ２件以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

７）具体的な施策一覧 

６つの政策分野別の計 40 の具体的な施策は、以下のとおり。 

ひと 

の 

育成 

（7件） 

1 中学生と高校生の地方創生参画推進事業 

しごと 

の 

強化 

（7件） 

1 ふるさと応援寄附推進事業 

2 介護予防ボランティアでポイント事業 2 生産物の販路拡大による農林水産業活性化事業 

3 がんばる市民を応援する事業 3 農業生産者の強化と育成事業 

4 地域とのつながりによる県立高校の魅力向上事業 4 外国人観光客誘致推進事業 

5 二十歳からの健康貯蓄事業 5 未活用資源等を利用した漁業振興事業 

6 心豊かな暮らしを育む人材育成事業 6 中小企業者等支援事業 

7 大学等との連携による人材育成推進事業 7 御食国食文化展開事業 

ひと 

の 

確保 

（８件） 

1 若い女性が暮らしやすい志摩づくり事業 

しごと 

の 

創出 

（5件） 

1 志摩市を元気にする創業支援事業 

2 移住しやすい志摩づくり事業 2 鵜方駅周辺の賑わい復活事業 

3 水産業の担い手受け入れ推進事業 3 志摩市におけるガイド業の創出事業 

4 IJU（移住）ターン促進のための奨学金返済補助事業 4 
高齢者と障がい者とその家族等のための観光サービス

創出事業 

5 若者の集いと出会いの支援事業 5 ６次産業化推進事業 

6 

家主と移住者のためのリノベーションによる空き家活用

等事業 

まち 

の 

形成 

（8件） 

1 伊勢志摩国立公園の魅力向上事業 

7 若者世代の移住促進事業 2 賢島の魅力発信力向上事業 

8 農業の担い手受け入れ推進事業 3 地域の特色を生かしたスポーツのまちづくり事業 

まち 

の 

発見 

（5件） 

1 志摩市ホームページの魅力向上事業 4 地域の魅力を見つけて生かす観光まちづくり事業 

2 きらり志摩びと紹介事業 5 生活拠点づくり事業 

3 地域の資源を活用するためのプラットフォーム創出事業 6 これからの志摩市の地域交通検討事業 

4 農産物の生産実態把握事業 7 子どもの医療費がかからないまちづくり事業 

5 志摩市の食材を活かした食育推進事業 8 
市民や民間事業者による地域をおこすまちづくり支援

事業 

 

 

８）事業の見直しにより終了となった具体的な施策一覧 

 

政策分野 具体的な施策 

ひとの確保   若者の希望を叶える志摩づくり事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

【終了】 
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９）具体的な施策の KPI 一覧 
  

  「ひとの育成」にかかる具体的な施策の KPIは、以下のとおり。 

具体的な施策 KPI（重要業績評価指標） 現状値（H27） 目標値 

1-1 

中学生と高校生の地方創生

参画推進事業 

・全ての中学校で地方創生に関する説明会 － 毎年１回以上開催 

・地域に誇りを持つ生徒の割合と将来は地域に暮

らしていたいという生徒の割合 

誇りを感じる    75.3％ 

暮らしていたい  51.2％ 

誇りを感じる  80％以上 

暮らしていたい 70％以上 

1-2 

介護予防ボランティアで 

ポイント事業 

・地域支援ボランティアとして活動する人の数 － 毎年 500 人以上 

・ボランティア活動に参加した年間の通算人数 － 年間 3,000 人以上 

1-3 

がんばる市民を応援する事

業 

・助成事業による年間の資格取得者数 － 50 人以上 

・奨励事業による指定資格の取得者数 － 目標の 80％以上 

・資格取得者のネットワーク 構築されていない 構築されている 

1-4 

地域とのつながりによる 

県立高校の魅力向上事業 

・地域と高校で魅力向上のための対策が検討され

ている 

検討されていない 検討されている 

・両校の生徒が活躍する機会 － 年 10 回以上 

・インターンとして生徒を受け入れてくれる事業

者の数 

－ 延べ 20 者以上 

1-5 二十歳からの健康貯蓄事業 

・定期的に健康診査を受けようと思う人の割合 71.0% 毎年 50％以上 

・健康診査の受診者に占める再受診の割合 30％ 毎年 45％以上 

1-6 

心豊かな暮らしを育む人材

育成事業 

・考案されたライフスタイルの数 － 延べ 200 以上 

・心豊かな暮らし方の実践に向けた取り組みの数 － 延べ６件以上 

1-7 

大学等との連携による人材

育成推進事業 

・学びの場として志摩市を活用した大学生等の人

数 

－ 年間 20 人以上 

・学生と市民等による「志摩のまちづくり交流会

（仮称）」の開催回数 

－ 年間２回以上 

・学生と市民等が協働して導き出した地域課題解

決に向けた提案件数 

－ 年間１件以上 
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「ひとの確保」及び「まちの発見」にかかる具体的な施策の KPIは、以下のとおり。 

具体的な施策 KPI（重要業績評価指標） 現状値（H27） 目標値 

2-1 
若い女性が暮らしやすい 

志摩づくり事業 

・検討結果の普及啓発を行った回数 － 延べ４回以上 

・改良または設計された施策の件数 － 延べ８件以上 

2-2 
移住しやすい志摩づくり事

業 

・情報提供や支援体制に対する移住希望者の満足

度 
－ H31 に 70％以上 

・支援体制に協力してくれる移住者の数 － H31 に 50 人以上 

2-3 
水産業の担い手受け入れ推

進事業 

・若者を受け入れる条件が整理された漁業集落の

数 
２集落 延べ５集落以上 

・若者を受け入れた漁業集落の数 ２集落 延べ４集落以上 

2-4 
IJU（移住）ターン促進のた

めの奨学金返済補助事業 
・制度を利用した人の数 － 延べ 100 人以上 

2-5 
若者の集いと出会いの支援

事業 
・支援したイベント等で集った若者の数 － 毎年 200 人以上 

2-6 
家主と移住者のためのﾘﾉﾍﾞｰ

ｼｮﾝによる空き家活用等事業 

・リノベーション助成を利用して移住した件数 ０件 延べ５件以上 

・リフォーム助成を利用して移住した件数 ０件 延べ 15 件以上 

2-7 若者世代の移住促進事業 ・制度を利用して移住した件数 － 延べ５件以上 

2-8 
農業の担い手受け入れ推進

事業 

・生産指導を行う既存の農業者（個人又は団体）

の数 
１者 ３者以上 

・新たに農業に従事した者の数 － ６人以上 

・生産量が増加した農産物の数 － ３種類以上 

3-1 
志摩市ホームページの魅力

向上事業 

・HP の年間アクセス数 300,000 件 年間 430,000 件以上 

・HP への市民による年間投稿件数 － 年間 300 件以上 

・HP が見やすいと答えた人の割合 － 毎年 80％以上 

3-2 きらり志摩びと紹介事業 

・行政チャンネルや広報紙等で紹介した人や団体

の数 
－ 延べ 50 以上 

・その年の行政チャンネルや広報紙等を見た市民

の割合 
－ 毎年 50％以上 

・行政チャンネルや広報紙等で紹介した人々のネ

ットワーク 
構築されていない 構築されている 

3-3 
地域の資源を活用するため

のﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ創出事業 

・プラットフォームに参加している人の数 － 延べ 100 人以上 

・プラットフォームを通じて生み出された協働の

数 
－ 延べ 10 件以上 

3-4 農産物の生産実態把握事業 

・調査に協力してくれた人の割合 － 調査実施時に 70％以上 

・生産量及び生産額、並びにそれらの物流の把握 把握できていない 把握できている 

3-5 
志摩市の食材を活かした食

育推進事業 

・学校給食における地場産物の活用状況 － 
志摩市産で５％以上 

三重県産で 35％以上 

・生産者交流会の実施回数 － 年６回以上 
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「しごとの強化」及び「しごとの創出」にかかる具体的な施策の KPIは、以下のとおり。 

具体的な施策 KPI（重要業績評価指標） 現状値（H27） 目標値 

4-1 ふるさと応援寄附推進事業 

・年間の経済波及効果 3.5 億円 毎年３億円以上 

・最初に返礼品を出荷した年に比べてふるさと応援

寄附の返礼品の出荷が原因で、事業者の取り扱う商

品が増加している事業者の割合 

100% 毎年 70％以上 

4-2 
生産物の販路拡大による農

林水産業活性化事業 

・ニーズを踏まえて販路拡大に取り組んだ生産物の

数 
－ 延べ 10 品目以上 

・販路が拡大できた生産物の数 － 延べ５品目以上 

4-3 
農業生産者の強化と育成事

業 

・生産量と生産額を増やした農業生産者の数 ４者 延べ 20 者以上 

・制度を活用した農業生産者でインターン等をした

若者の数 
－ 延べ５人以上 

・認定農業者数の減少率 － ５％未満 

・志摩市における安定的な営農モデルの公表数 － 延べ５件以上 

4-4 外国人観光客誘致推進事業 

・外国人観光客数 46,244 人 H31 に 100,000 人以上 

・外国人観光客に占める東南アジアからの観光客の

割合 
5.9％ H31 に 20％程度 

・外国人観光客に占める欧米からの観光客の割合 3.2％ H31 に 10％程度 

・地域連携 DMO の構築 構築されていない 構築されている 

4-5 
未活用資源等を利用した漁

業振興事業 

・未活用資源等として定めた水産物を対象に資源管

理型の漁業等を試行した件数 
－ 延べ２件以上 

・試行で得られた水揚げ高 － 延べ 1,000 万円以上 

4-6 
中小企業者等のための商談

会等出展支援事業 

・商談会等に出展し、新しい販路を開拓した事業者

の数 
－ 延べ 15 者以上 

・商談会等に出展し、新規需要開拓に向け商談成立

となった事業者の数 
－ 延べ５者以上 

・利子補給補助制度を活用した事業者の数 － 延べ 65 者以上 

4-7 御食国食文化展開事業 

・歴史や食文化を活かした農林漁業や観光業を活性

化するための戦略の構築 
－ 構築されている 

・スタディツアー（学びのプログラム）の構築数 － 延べ５件以上 

・後継者確保に向けて動きだした事業者の数 － 延べ５者以上 

5-1 
志摩市を元気にする創業支

援事業 

・審査を行った件数 － 延べ 10 件以上 

・創業等を実現した件数 － 延べ３件以上 

・クラウドファンディング活用支援補助制度を利用

し地域の活性化に資する事業を行った件数 
－ 延べ２件以上 

5-2 
鵜方駅周辺の賑わい復活事

業 

・鵜方駅周辺の店舗利用者数 H28 に調査 20％以上増加 

・鵜方駅周辺に活気を感じる人の割合 12.7% 毎年 70％以上 

・鵜方駅周辺で新たに経営を始めた事業者数 
H28 に調査 

（H27 分） 
延べ２者以上 

5-3 
志摩市におけるガイド業の

創出事業 

・ガイド業で収入を得る人の数 － H31 に 20 人以上 

・ガイドツアーを専門に扱う事業者数 － H31 に１者以上 

5-4 

高齢者と障がい者とその家

族等のための観光サービス

創出事業 

・高齢者や障がい者の観光を支援するサービスの構  

築 
構築されていない 構築されている 

・高齢者や障がい者の観光を支援するサービス業に

参画する事業者の数 
－ H31 に 50 者以上 

5-5 ６次産業化推進事業 

・６次産業化に新たに参入した事業者の数 ８者 延べ 10 者以上 

・６次産業化により利益が増えたと感じる人の割合 70% H31 に 80％以上 
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「まちの形成」にかかる具体的な施策の KPI は、以下のとおり。 

具体的な施策 KPI（重要業績評価指標） 現状値（H27） 目標値 

6-1 

伊勢志摩国立公園の魅力向

上事業 

・環境まちづくりに関する取り組みに参加する市民

の数 

－ 年間 1,500 人以上 

・国立公園のなかで暮らしているということを意識

している市民の割合 

35.3% 毎年 90％以上 

6-2 賢島の魅力発信力向上事業 

・賢島に関わる事業者の連携と創意工夫で取り組ま

れた事業数 

－ 延べ５件以上 

・賢島を訪れる観光客のうち志摩市の魅力を感じて

もらえた方の割合 

65.9% 毎年 80％以上 

6-3 

地域の特色を生かしたスポ

ーツのまちづくり事業 

・地域の特色を生かしたスポーツ振興に取り組む地

域の数 

－ 延べ 20 地域以上 

6-4 

地域の魅力を見つけて生か

す観光まちづくり事業 

・観光まちづくりに取り組む地域の数 － 延べ４地域以上 

・参画する主体のうち、観光客や観光客とふれあう

機会の増加を実感している人の割合 

－ H31 に 80％以上 

6-5 生活拠点づくり事業 

・住民が主体となって地区の課題解決に取り組む地

区の数 

２地区 延べ４地区以上 

6-6 

これからの志摩市の地域交

通検討事業 

・将来に向けた有効な地域交通のあり方として提案

する件数 

－ 延べ３件以上 

6-7 

子どもの医療費がかからな

いまちづくり事業 

・制度を利用している中学生の割合 92.0% 毎年 90％以上 

・制度利用世帯に占める経済負担が軽減したと感じ

た割合 

－ 毎年 100％ 

6-8 

市民や民間事業者による地

域をおこすまちづくり支援

事業 

・支援申請をした事業者等の数 － 延べ６件以上 

・事業に着手した補助対象事業の数 － 延べ２件以上 
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Ⅳ．志摩市における総合戦略の PDCA 

 

１．総合戦略の策定または改訂（Plan & Act） 
  

総合戦略の策定または改訂を行う検討体制は、総合政策課がとりまとめを実施しながら推進本

部を中心に総合戦略の内容の検討を進め、市議会全員協議会での意見交換及び地方創生審議会で

の審議を踏まえて決定する体制とします。 
 

推進本部の構成を示した模式図が、図４です。 

推進本部は、ワーキンググループ、幹事会及び本部会議の３つの会議で構成します。 

ワーキンググループは、総合戦略の策定または改訂にあたってまず内容を検討する会議として、

庁内のほぼ全ての課室から職員が参画する体制を整備します。ワーキンググループは、構成員一

人ひとりの知識、経験及び感性を互いに引き出し合い、創発を起こすことを狙いとしてワークシ

ョップ形式で検討を実施します。幹事会は、ワーキンググループで検討した内容を確認し修正す

るとともに、既存の計画や取り組み等との整合を図って市としての一体性を調整するなど、総合

戦略の内容をまとめるための会議とします。本部会議は、幹事会での検討を踏まえた総合戦略の

内容を確認し、総合戦略の案を決定するための会議とします。 

なお、志摩市における地方創生の目的を達成するには、自主性と主体性を発揮した市民や民間

事業者が活動しやすい仕組みづくりと支援を担う本市と、市民や民間事業者を財政面で支援し、

事業面で指導する能力を有する地域金融機関との連携が重要になります。そこで、総合戦略の策

定または改訂にあたっては、検討当初から両者の連携を密に図ることを目的に、推進本部のワー

キンググループ及び幹事会に地域金融機関の参画を得ることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４．志摩市地方創生推進本部を構成する３つの会議 

 

  推進本部で決定した総合戦略の案については、市議会全員協議会での意見交換及び市民や志摩

市の地方創生に関わる各種団体で構成される地方創生審議会での審議を経て、必要な修正を加え

た後、パブリックコメントを実施し、広く市民の意見を踏まえたうえで、その内容を決定します。 

出来る限り多くの意見を頂くとともに、決定前に市民や民間事業者に内容を示す機会を設ける

ため、策定または改訂にあたっては、可能な限り年度内に２回は上記の過程を経るように努めま

す。 
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  なお、改訂にあたっては、具体的な施策の評価と現状を踏まえて、効果が見込めない取り組み

については中止を英断し、意義が伝わりにくい取り組みについては抜本的な変更を実施するなど、

積極的に見直すことを基本とし、決して惰性で事業を継続することがないように努めます。また、

今後求められる仕組みづくりや支援については、市内外のニーズを広く把握するとともに、域内

の社会経済状況をよく研究し、全国の好事例や社会情勢を踏まえて、総合戦略の内容を検討する

こととします。 

 

２．総合戦略の推進と進捗状況の把握（Do） 
 

総合戦略に記載された具体的な施策を推進する体制は、それぞれの具体的な施策を担当する各

課室や関係する各課室の職員で構成される推進主体が担います。各課室及び推進主体は、市民や

民間事業者を含めた多様な主体との連携を図りながら、当該施策の取り組みや事業を実施し、進

捗状況を管理します。それら進捗状況を総合政策課がとりまとめて推進本部に報告し、総合戦略

の全体的な進捗状況を推進本部が把握することとします。 
 

具体的な施策の実施にあたっては、KPIや基本目標を確実に達成させるため当該施策を担当す

る各課室や推進主体において、当該施策の内容や実施方法の改良を随時行うこととします。総合

戦略の計画期間中の具体的な施策の改良にあたっては、状況に応じて推進本部から担当課室や推

進主体へ意見や指示を出すとともに、地方創生審議会の意見も踏まえて行うこととし、志摩市に

おけるまち・ひと・しごと創生の取り組みが効率的、効果的に推進されるよう努めます。 

 

３．総合戦略の評価（Check） 
 

総合戦略の評価体制は、毎年度とりまとめる進捗状況も踏まえて、総合戦略に記載された基本

目標の数値目標及び具体的な施策のKPIに基づいて、総合政策課が内部評価の案をとりまとめ、

推進本部で内部評価を決定し、地方創生審議会において内部評価を踏まえて評価を決定し、それ

を推進本部に提案する体制とします。 
 

総合戦略の評価では、記載内容全般にかかる社会経済状況や時代背景を踏まえた評価、政策分

野ごとの基本目標の達成状況の評価及び具体的な施策の評価の３つの評価を実施します。 

記載内容全般にかかる社会経済状況や時代背景を踏まえた評価では、記載内容全般について、

見直しが必要な部分がないかどうかを評価します。見直しが必要な箇所があれば、その理由と該

当する部分を提示します。 

政策分野ごとの基本目標の達成状況の評価では、数値目標を基準に、現状を踏まえて達成でき

ているかどうか、どの程度達成できているかを評価します。そのうえで、数値目標の達成ができ

ていない場合には、新たに目標達成のための施策が必要か、既存の施策の改善が必要か、数値目

標の再検討が必要か、基本目標そのものの変更が必要かのいずれかを提案し、それぞれについて

検討の方向性も提示することとします。数値目標が達成された場合には、新たな基本目標と数値

目標の設定が必要であることを提案し、どういった内容の設定が望ましいかの意見を付すことと

します。 

具体的な施策の評価では、各施策で設定されたKPIの目標値（なお、KPIの把握が評価時点でで

きていないものについては毎年度の進捗状況）を踏まえて、当該施策の効果の有無及び程度を評
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価します。そのうえで、当該施策について、廃止、改善または継続のいずれかを提案し、それぞ

れについての提案理由を付して、改善の提案については望ましい改善の方向性についての意見を

付すこととします。 

 

４．総合戦略のPDCAサイクル 
  

総合戦略のPDCAサイクルについては、下記のスケジュールで実施することとします。 

なお、スケジュールを図示したものが図５です。 
 

① 総合戦略の計画期間の４年目に暫定的な評価を実施し、暫定評価を決定。 
 

② 総合戦略の計画期間の５年目に、暫定評価を踏まえて総合戦略の改訂内容を決定。 
 

③ 改訂版総合戦略を暫定的な次期総合戦略として実施し、前期総合戦略の暫定評価を検証し、前期総合戦

略の評価を決定。 
 

④ 暫定的な次期総合戦略の２年目に、前期総合戦略の評価を踏まえて暫定的な次期総合戦略の改訂内容 

を検討し、次期総合戦略を決定。 
 

⑤ 次期総合戦略の計画期間を改訂版総合戦略から引き継ぎ、３年目として次期総合戦略を実施。 
 

⑥ 次期総合戦略の４年目以降は、①から⑤と同じプロセスを継続。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５．志摩市創生総合戦略の PDCAのスケジュール 
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Ⅴ．おわりに 

総合戦略は常に生まれ変わる計画です。取り組み状況を評価して、期待どおりの成果が出ない

場合はその理由を分析・記録し、必要な改善を考えて戦略を練り直し、改めて実行するというサ

イクルを継続していくものです。挑戦と改善のサイクルを継続し、志摩市に関わる多様な主体が

自主性、主体性及び地域性を発揮するためには、地域の実情と戦略の方向性を理解し、自らの役

割を担う市民一人ひとりの存在が鍵となります。 

総合戦略の策定と実行は、行政だけでできるものではありません。地域のみなさんの積極的な

参画と実行が求められる、これまでにないタイプの計画が総合戦略です。市民の皆さんと行政が

一丸となり力を合わせて、志摩市の未来を築いていきましょう。 
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